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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月

売上高 （千円） 5,454,587 5,310,657 5,747,832 5,897,893 6,013,290

経常利益 （千円） 400,648 284,862 379,660 319,343 242,367

当期純利益 （千円） 245,925 198,545 252,307 201,336 165,977

持分法を適用した場合の投

資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 664,740 664,740 664,740 664,740 664,740

発行済株式総数 （千株） 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022

純資産 （千円） 1,807,938 1,932,246 2,096,832 2,238,535 2,364,842

総資産 （千円） 5,597,416 5,495,836 5,653,389 5,955,294 5,907,262

１株当たり純資産 （円） 456.02 502.59 562.97 601.02 634.92

１株当たり配当額

（円）

10.0 10.0 15.0 10.0 10.0

（内、１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 62.03 50.85 66.67 54.06 44.56

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 32.3 35.2 37.1 37.6 40.0

自己資本利益率 （％） 14.4 10.6 12.5 9.3 7.2

株価収益率 （倍） 5.3 8.2 7.6 7.6 7.6

配当性向 （％） 16.1 19.7 22.5 18.5 22.4

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 368,777 317,040 682,701 307,944 △109,579

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △84,277 △30,740 △59,334 △138,142 △211,053

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △248,343 △250,836 △611,574 14,473 315,312

現金及び現金同等物の期末

残高
（千円） 126,096 161,560 173,353 357,628 352,308

従業員数
（人）

240 242 256 265 272

（外、平均臨時雇用者数） (56) (73) (71) (60) (58)

株主総利回り （％） 76.9 99.5 123.3 104.1 88.3

（比較指標：TOPIX（配当

込））
（％） (100.3) (122.6) (103.0) (121.7) (100.5)

最高株価 （円） 692 459 665 519 435

最低株価 （円） 260 286 378 306 325

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第47期の１株当たり配当額15.0円のうち、5.0円は記念配当であります。
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２【沿革】

　1908年、初代　林　義治が、広島市猿楽町において造船関係のネームプレート製造業を開始し、二代目　林　満三

が装飾ネームプレート製造として事業を継承。

　1945年８月、戦災と二代目の死去により事業を中断しましたが、1964年４月、三代目　林　満大が建築業界向けの

サイン製造を主とする装飾金物全般の事業を営む広島研創を再興し、四代目　林　良一が継承したうえで、現代表取

締役　林　大一郎が五代目として事業を継続しております。

　主な変遷は次のとおりであります。

1971年９月 株式会社広島研創を設立（資本金3,000千円、本社所在地　広島市中山町894番地）

1972年９月 本社を広島市戸坂町尻田859番地（現：広島市東区戸坂中町２番23号）に移転

1979年４月 株式会社広島研創を株式会社研創に商号変更

1979年６月 第一工場、第二工場を広島市安佐北区高陽町（現：安佐北区深川八丁目10番11号）に新設

1982年12月 レーザー加工機導入（業界初）

1983年10月 本社を広島市安佐北区高陽町に移転

1986年９月 新工場「ファクトリーランド」を広島市安佐北区（第一工場、第二工場及び本社の隣接地）に新設

1987年４月 ＣＩＭシステム（コンピュータによる統合生産体制）導入

1990年11月 日本証券業協会店頭登録銘柄として登録

1991年11月 本社・工場を「研創ファクトリーパーク」（広島市安佐北区上深川町448番地）に移転

1999年２月 国際規格「ＩＳＯ9002」の認証を取得

2003年２月 国際規格「ＩＳＯ9001：2000」の移行審査認証取得

2004年12月 ジャスダック証券取引所に上場

2010年４月

2013年７月

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に

上場

 

３【事業の内容】

　当社の事業は、サイン製品の製造、販売の単一セグメントであります。

　また、関係会社につきましては、有価証券の保有管理・運用のみを行っている株式会社研創エンタープライズ１社

のみであります。

　なお、当社は継続的で緊密な事実上の関係のある関連当事者がおりませんので、事業系統図の記載を省略しており

ます。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の被所
有割合（％）

関係内容

（その他の関係会社）

㈱研創エンタープライズ

広島市

安佐北区
70,000

有価証券の保

有管理・運用

 
20.97

役員の兼任　３名

　（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．当社はサイン製品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

    2020年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

272 （58） 39.5 13.7 4,540,598

　　　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨

         時雇用者数（嘱託社員、常用パート、人材会社からの派遣社員及びアルバイトを含む。）は、年間の平

　　　　　均人員を（　）外数で記載しております。

     ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

   ３．当社はサイン製品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）労働組合の状況

　当社には、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

EDINET提出書類

株式会社研創(E01428)

有価証券報告書

 4/66



第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

（1）経営方針

当社は経営の基本方針を次のとおり掲げており、その実現に向けた努力が、企業価値の増大につながるものと考

えています。その内容は次のとおりです。

①社名に謳う「常に学び 研究し 創造する」の精神を経営の基本理念として、得意先の繁栄と社会の発展に貢献

します。

②企業活動に関する法律を遵守し、社会の倫理規範に従い、良識ある企業活動を実践します。

③品質・価格等あらゆる面で社会に有用・優良な製品を提供します。

④株主、取引先、地域社会等との信頼・協力関係を構築し、共存共栄を図ります。

⑤人間性を尊重した自由闊達な社風を醸成し、社員の健康と安全を確保します。

 

（2）経営環境、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

今後のわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、企業業績や国内外の経済情勢に対する見通しが

極めて不透明な状況です。

また、当社業績に影響を及ぼす建築業界動向は、2021年に延期となった東京オリンピック・パラリンピック開催

を控えた物件や全国的な都市再開発案件等の増加傾向が確認できるものの、新型コロナウイルスの感染拡大が収束

するまでの間は経済活動を抑制せざるを得ないため、予断を許さない状況が続くものと思われます。

以上の状況を見据え、次期は次のとおりの全社重点推進課題を掲げ、課題解決に向けて取り組んで参ります。

①製品品質の向上

＜顧客要求品質に対応し、顧客満足度の向上を図る。＞

　当社製品のほとんどは個別受注生産であり、当社製品は顧客指定の仕様に基づき、生産しております。そのた

め、一品一品異なる製品に顧客指定の要求事項を忠実に反映し、その確認を顧客の視点で忠実に検証する仕組み作

りが重要です。また、その品質も市場で要求されているレベル以上であることが求められています。この製造プロ

セス・検査体制・基準の見直しといった一連のプロセスを、ISO9002で要求される「継続的改善」という視点で捉

え、顧客満足度向上に向けた製品品質向上を目指して参ります。

＜製品強度に関する品質を追求する。＞

　当社製品は屋外に設置されていることも多く、昨今、「気候変動」が世界中で社会問題化しておりますので、当

社製品の強度に関する技術的対応が必要と考えております。当社製品は、組織・企業の存在や理想像を象徴的な形

に表したものであり、万一、破損・落下した場合の当該企業への社会的影響、そして、落下によって発生した当社

が補償すべき金銭的損失・社会的信用失墜の及ぼす影響は計り知れません。そのため、当社は、科学的根拠に基づ

く資料の蓄積や体系的編纂を通じ、その知見を生産プロセスに反映させることで、製品品質の向上を目指して参り

ます。

②生産性・利益率の向上

　2013年3月期から2020年3月期までの8年間で、当社の売上高は41.0％伸長しましたが、売上総利益率は36.7％か

ら30.6％に減少致しました。その要因は、ステンレス価格の高止まり、売上高拡大に伴う外注費の拡大、人材不足

や法規制強化に伴う人件費高騰などが挙げられます。ここ数年は、サイン市場の拡大に対し、当社は売上高拡大を

優先して取り組んで参りました。現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、建築業界においても建築現場が

一時工事を中断するなど先行き不透明な状態であり、生産性・利益率の向上は優先的に対処すべき課題として認識

し取り組んで参ります。

　以上の対策として、当社は、「生産能力拡大」「生産効率の向上」という二つの課題に取り組んで参ります。

　「生産能力拡大」については、社員が保有する技能レベルが生産能力拡大に及ぼす影響が大きいため、社員の生

産能力を数値化し把握した上で育成計画を立案し、一人一人の技能向上を推進することで、受注生産体制における

柔軟な生産体制を構築し、一人あたりの生産能力拡大を図ります。

　「生産効率の向上」については、各部署までブレークダウンした生産指標等を設定し、マネジメント体制を再構

築して管理の充実を図り、どこにどんな問題が存在しているかについて「見える化」を図ります。また、2020年3

月期から活用をはじめた中深川工場における生産効率向上にも、引き続き取り組んで参ります。

③樹脂製サインの市場競争力強化

　当社は樹脂製サインとしては後発メーカーであり、市場競争力強化を目的として品質（Quality）、コスト

（Cost）、納期（Delivery）、フレキシビリティ（Flexibility）の観点で、先ずは競合他社と早期に同等レベル

となることを目指します。そのため、ボトルネックとなっている諸課題を洗い出して早期解決を図り、結果とし

て、売上拡大に繋げていくことを目指して参ります。
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④人材育成

　OFF-JT である階層別研修を通じ、管理職・監督職の資質向上に努めるとともに、部門の現状に即した人材育成

を図って参ります。

 

２【事業等のリスク】

　当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事

項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生リスク回避方法の検討

や緊急対応を想定した事前準備に努める方針です。

　なお、以下の事項には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において

判断したものであり、将来において発生可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 

（１）建築投資動向による影響

　当社は建築物の内外に用いるサイン製品の製造・販売を主たる事業としており、民間非住宅建築投資動向の影響

を受けております。また、当社製品は個別受注生産であるため、将来の需要予測に基づいて在庫を抱えることもで

きず、生産能力との比較で需要が上回る場合には売上逸失というリスクがあり、逆に需要が下回る場合には固定費

増による利益喪失リスクが発生します。そのため当社では、建築投資動向による影響に対し、建築業界以外の需要

取り込み等を通じて収益基盤の強化とその影響軽減に努めております。しかし、建築投資関連の需要割合が圧倒的

に多いため、建築投資の動向によっては売上高が大幅に減少し、当社の財政状態・経営成績等に重要な影響を及ぼ

す可能性があります。

 

（２）材料・原材料等の価格変動

　当社が使用する主要材料はステンレスであり、ステンレス原材料であるクロム・ニッケルの世界市況や為替等に

よる影響、あるいは国内外ステンレス市場の需給動向により、ステンレス価格が高騰するリスクを抱えておりま

す。ステンレス価格が想定を超えて上昇し、当社製品の販売価格で吸収できなかった場合は、当社の財政状態・経

営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（３）得意先の信用リスク

　当社は約3,000社に及ぶ得意先の財務情報を基に独自の与信管理を行い、過去の貸倒実績等をもとに貸倒引当金

を設定し、必要に応じて保険を付保するなどして貸倒損失に備えております。

　先行き不透明な経済状況の中で、倒産等予期しない事態が発生して多額の債権回収に支障が発生した場合、当社

の財政状態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（４）製造物賠償責任等

　当社製品のほとんどは個別受注生産であり、得意先指定の仕様に基づき、生産しております。そのため当社で

は、顧客満足を高める目的で品質保証部を設置し、品質管理体制強化に努めております。しかし、当社製品を起因

とする事故が発生して製造物賠償責任が発生した時には、当社の評判や社会的信用が低下、あるいは売上高低迷や

多額の賠償金が発生するなどした場合は、財政状態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社製品に関して賠償等が必要になった場合に備え、PL保険に加入しております。

 

（５）競合関係の状況

　当社は、事業展開するサイン市場において、同業他社との競合関係が存在します。そのため当社では、品質保

証・品質マネジメントシステム体制の構築、継続的改善、新製品や製造技術開発、コスト削減等のあらゆる事業活

動を通じ、顧客満足と信頼を得るための競争力確保に努めております。しかし、競合他社が、新製品開発、製造技

術開発で先行し、当社が対応できなかった場合は、当社の財政状態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（６）法的規制

　当社の製品は、建設業法や屋外広告物法等各種法令の他、各自治体が制定した条例等の法的規制を受けておりま

す。近年では、他の先進国と比べて「景観の価値」について意識が低いと指摘されているわが国でも、景観との調

和・配慮を重視する傾向が強まっております。また、相次ぐ自然災害や看板落下事故も影響し、サイン製品に対す

る法的規制も、景観確保・安全重視の観点から、規制が強化される傾向にあります。

　一方、当社事業を推進する中でも、事業の許認可、独占禁止、知的財産、環境、商取引、労働関連等、多くの法

令による規制を受けております。当社はコンプライアンス体制を整備して法令順守に努めておりますが、今後、こ

れらの法改正や規制強化、あるいは当社へ訴訟が提起され場合は、新たなコストの発生、あるいは訴追によって社

会的信用が失墜するなどした場合、当社の財政状態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（７）労務管理

　当社の事業は、主に製品の製造において多くの労働力が必要であり、人員確保と労働関連法令を遵守した労働環

境の整備に努めております。今後、雇用環境の急速な変化によって必要な人員を確保できない場合、関連法令の改

正等に伴うコスト上昇、あるいは労務管理上の問題などが発生した場合には、当社の財政状態・経営成績等に重要

な影響を及ぼす可能性があります。

 

（８）大規模自然災害や社会情勢の混乱等

　想定外の大規模自然災害、政治経済状況の変化、感染症・伝染病等の流行、テロ・戦争・その他社会情勢の混乱

などが発生した場合、影響が及ぶ事業所の活動に何らかの制約が発生して製品の製造・供給が滞り、当社の財政状

態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社は想定外の状況が発生した場合に備え、社員への緊急連絡網を整備するなど、その対応に努めており

ます。

 

（９）生産エリアの集中

　当社は、受注生産体制としての生産能力を集中させることで、機動的かつ効率的な生産体制の構築に努めており

ます。その結果、生産能力は広島市及びその周辺地域に集中しておりますが、広島市及びその周辺の広範囲な地域

に、地震・水害等の自然災害や火災が発生し、電力・通信手段の停止や物流網の障害、あるいは感染症・伝染病等

が発生した場合には、事業活動における何らかの制約が発生して製品の製造・供給が滞り、当社の財政状態・経営

成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社ではリスクを分散する目的で、広島市内での２工場体制を構築しております。

 

（10）システム障害

　当社の事業は、情報システムを活用しているため、通信ネットワーク機器の故障やソフトウェアの不具合などの

IT資産の不調、コンピュータウイルスやハッキングなどの人為的攻撃、あるいは自然災害・火災・事故等による情

報社会インフラの障害などにより、事業上での制約や損失が発生する場合があります。当社は、その対策として定

期的バックアップの実施や情報システムの稼働状況の監視体制を構築しておりますが、こうした対応に関わらずシ

ステム障害が発生した場合、売上逸失、重要データ消失、システム回復に多額の費用を要するなど、当社の財政状

態・経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

（11）新型コロナウイルス感染症の影響について

　当社の事業は、ビル建築の最終プロセスで取付が発生することも多いことから、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴って、一時、工事を停止した建築現場もありますので、工事遅延に伴う短期的な影響が及ぶ可能性がありま

す。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府の緊急事態宣言によって多くの企業が在宅勤務を実施し、今

後は日常生活・働き方そのものの見直しも進むと考えられますので、長期的なオフィスビル需要に影響が及び、サ

イン事業の需要にも影響を及ぼす可能性があります。

　また、今後、当社内で新型コロナウイルス感染症が発生し、あるいは広島地域で新型コロナウイルス感染拡大に

よって休業せざるを得ない状況に及んだ場合、生産停滞ないしは事業上の制約が発生し、当社の財政状態・経営成

績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況

の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

（a）財政状態

（資産）

　当事業年度末における流動資産は27億53百万円となり、前事業年度末に比べ１億円減少しました。これ

は主に売上債権が46百万円減少したことによるものであります。固定資産につきましては31億53百万円

と、前事業年度末に比べ52百万円増加しました。この結果、総資産は59億７百万円となり、前事業年度末

に比べ48百万円減少しました。

（負債）

　当事業年度末における流動負債は28億86百万円となり、前事業年度末に比べ１億48百万円減少しまし

た。これは主に仕入債務が４億49百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は６億55百

万円となり、前事業年度末に比べ25百万円減少しました。

　この結果、負債合計は35億42百万円となり、前事業年度末に比べ１億74百万円減少しました。

（純資産）

　当事業年度末における純資産合計は23億64百万円となり、前事業年度末に比べ１億26百万円増加しまし

た。これは主に繰越利益剰余金が１億25百万円増加したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は40.0％（前事業年度末は37.6％）となりました。

（b）経営成績

　当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）における世界経済は、貿易摩擦激化や地政学的

リスクの高まり等によって減速感が強まり、先行き不透明な状況で推移しました。

　一方、国内経済におきましては、減速する世界経済の影響により外需に弱めの動きが見られたものの、

公共投資や企業の設備投資が底堅く、労働需給の引き締まりも高まるなかで緩やかな拡大基調で推移しま

した。また、当社の経営成績に影響を与える建築動向も、引き続き堅調に推移しました。

　このような状況のもと、当社は ①製品品質の向上 ②生産性・利益率の向上 ③「研創働き方改革」の推

進 ④「常に学び 研究し 創造する」人材の育成 といった重点推進課題を掲げ、課題解決に向けた取り組

みを推進しました。

　そんな最中、新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し、人・モノの動きの世界的な遮断、国内の経

済活動抑制、国際金融市場の不安定化等をもたらし、国内外の経済に大きなインパクトを与え、先行き不

透明感を増しております。

　これらの結果、当事業年度の売上高は60億13百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は2億50百万円

（前年同期比19.3％減）、経常利益は2億43百万円（前年同期比23.6％減）当期純利益は1億65百万円（前

年同期比17.9％減）となりました。

　また、当社はサイン製品事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績については記載を省略し

ております。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による支出、投資活動による支

出、財務活動による収入の差引の結果、前事業年度末に比べ５百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の営業活動の結果使用した資金は１億９百万円となりました（前事業年度は３億７百万円の収

入）。この主たる要因は金融機関の休日の関係で仕入債務の減少額が４億49百万円であったことによるもの（前

事業年度は１億７百万円の増加）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の投資活動の結果使用した資金は２億11百万円となり、前事業年度と比べ72百万円増加しました。

この主たる要因は第二工場の設立により有形固定資産の取得による支出が１億75百万円と前事業年度と比べ87百

万円増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の財務活動の結果得られた資金は３億15百万円となり、前事業年度に比べ３億円増加しました。こ

の主たる要因は設備資金の借入等により有利子負債の増加額が３億53百万円と前事業年度より２億83百万円増加

したことによるものであります。

 

③生産、受注及び販売の実績
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当社はサイン製品事業の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の状況は以下のとおりであります。

区分
当事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

前年同期比（％）

生産実績（千円） 4,169,378 102.9

受注高（千円） 6,021,657 101.1

販売実績（千円） 6,013,290 102.0

　（注）１．生産実績の金額は販売実績に対応する製造原価で示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

    経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

    なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度の財政状態及び経営成績の状況は、「(1) 経営成績等の状況の概要　①財政状態及び経営成績の状

況」に記載のとおりであります。また、財政状態及び経営成績の直近５事業年度の推移は以下のとおりでありま

す。

 

＜財政状態の推移＞

 2016年

３月期末

2017年

３月期末

2018年

３月期末

2019年

３月期末

2020年

３月期末

総資産（千円） 5,597,416 5,495,836 5,653,389 5,955,294 5,907,262

純資産（千円） 1,807,938 1,932,246 2,096,832 2,238,535 2,364,842

現金及び預金（千円） 232,096 267,560 279,353 489,628 484,308

有利子負債（千円） 1,684,211 1,514,785 989,360 1,058,762 1,412,008

自己資本比率（％） 32.3 35.2 37.1 37.6 40.0

 

＜経営成績の推移＞

 2016年

３月期

2017年

３月期

2018年

３月期

2019年

３月期

2020年

３月期

売上高（千円） 5,454,587 5,310,657 5,747,832 5,897,893 6,013,290

売上総利益（千円） 1,764,596 1,694,371 1,817,978 1,844,046 1,843,411

営業利益（千円） 405,622 281,893 377,080 310,306 248,926

経常利益（千円） 400,648 284,862 379,660 319,343 242,367

 

ここ数年の財政状態につきましては、有利子負債から現金及び預金を引いた実質有利子負債が、2016年３月期末

では14億52百万円でありましたが、当事業年度末には９億27百万円となり、2016年３月期末に32.3％であった自己

資本比率は当事業年度末には40.0％となっております。これは、主に有利子負債の返済と内部留保の拡大を進めた

結果であり、当社の財政状態は改善傾向にあります。

また、当社が手がけるサイン製品の需要は、民間非住宅建築投資動向の影響を受けております。ここ数年、この

民間非住宅建築投資は、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた投資を中心に拡大傾向が続いたため、当

社の経営成績につきましても上記のとおり売上高が増加し安定的に利益を確保して参りました。

しかしながら、一方では外注費の増加や人件費の高騰などにより、売上高に対する利益率は減少傾向にありま

す。当社はこの問題につきまして、「１経営方針、経営環境及び対処すべき課題　(2) 経営環境、優先的に対処す

べき事業上及び財務上の課題」に記載のとおり、今後解決に取り組んで参ります。
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②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、「(1) 経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」

に記載のとおりであります。

　当社の運転資金需要のうち主なものは、サイン製品製造のための材料及び製品の仕入費用のほか、外注加工費

及び人件費であります。投資を目的とした資金需要は、主にサイン製品の製造設備購入によるものであり、詳細

は「第３　設備の状況　１設備投資等の概要」に記載のとおりであります。

　資金の調達につきましては、中期計画・年度予算に照らして必要な資金を主に金融機関からの借入によって調

達しており、当事業年度における長期借入実行額は２億76百万円であります。また、運転資金の効率的な調達と

手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における極度額は

20億円で、借入実行残高は９億円であります。

　当社は、当事業年度末における有利子負債の残高が14億12百万円、現預金残高が４億84百万円、自己資本比率

が40.0％と財務状況に不安はなく、上記の当座貸越極度額を含め金融機関からの資金調達は円滑に行える状況に

あるため、資金の流動性は確保されているものと判断しております。

　今後につきましては、獲得した利益によって得られた資金を、株主への還元、利益を増大させる設備投資、有

利子負債の返済、リスクに備えた手元資金の確保等にバランスよく配分し、さらなる財務基盤の強化に取り組ん

で参ります。

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しておりま

す。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示に影響を与

える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しており

ますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当事業年度末において見積り及び判断により財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えている項目は以下のとおり

であります。

（繰延税金資産）

　繰延税金資産について、その回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積っております。繰

延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、課税所得がその見積額を下回る場合、将来

において繰延税金資産の取崩が必要となる可能性があります。また、繰延税金資産は現時点における法定実効税

率に基づき計上しておりますが、将来税制改正により税率が変更された場合には、繰延税金資産の残高が増減す

る可能性があります。

 

 

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

５【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当社では、より効率的な生産体制を構築するためサイン製品の製造設備を中心に総額161百万円の設備投資（有形

固定資産及び無形固定資産受入ベース数値。金額には消費税等を含めておりません。）を実施しました。

２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は、次のとおりであります。

2020年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（単位：千円）
従業員数
（人）建物及び構

築物

機械装置
及び運搬
具

土地
（面積㎡）

工具、器具及び
備品

合計

本社工場

（広島市安佐北区上深川町）

サイン製品の製造設

備
210,347 38,620

1,432,420

(48,735)
2,486 1,683,875 87(4)

本社

（広島市安佐北区上深川町）

全社的管理、開発、

営業業務の設備
475,139 2,995 － 9,083 487,218 138(45)

中深川工場

（広島市安佐北区深川）

サイン製品の製造設

備
159,115 76,242

247,738

(4,636)
983 484,079 33(9)

　（注）１．本社工場は本社と同一敷地内にあり、土地の面積及び帳簿価額は本社及び工場に区分して表示することが困

難なため、その全部を工場として表示しております。

２．従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書しております。

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2020年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2020年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,022,774 4,022,774

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

は100株であ

ります。

計 4,022,774 4,022,774 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2010年８月１日 － 4,022,774 △279,897 664,740 △264,930 －

　（注）　資本金及び資本準備金の減少は、欠損填補によるものであります。

 

（５）【所有者別状況】

       2020年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 2 13 88 8 13 5,285 5,409 －

所有株式数

（単元）
－ 210 475 13,346 217 43 25,926 40,217 1,074

所有株式数

の割合（％）
－ 0.5 1.2 33.2 0.5 0.1 64.5 100.0 －

　（注）１．自己株式298,195株は「個人その他」に2,981単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しており

ます。なお、自己株式298,195株は株主名簿記載上の株式数であり、2020年３月31日現在の実質的な所有株

式数と一致しております。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

 

（６）【大株主の状況】

  2020年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社研創エンタープライズ 広島市安佐北区上深川町448番地 780 21.0

研創社員持株会 広島市安佐北区上深川町448番地 199 5.4

研創親和会 広島市安佐北区上深川町448番地 166 4.5

肥田　亘 広島県安芸郡海田町 150 4.0

林　航司 広島市安佐北区 97 2.6

株式会社ゲイビ 広島市中区幟町11番４号 75 2.0

夛島　宗幸 広島市東区 71 1.9

林　誠二 広島市安佐北区 70 1.9

林　大一郎 広島市安佐北区 60 1.6

中島産業株式会社 広島市安佐南区伴東七丁目33番11号 59 1.6

計 － 1,730 46.5

(注）自己株式が298千株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 298,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,723,600 37,236 －

単元未満株式 普通株式 1,074 － －

発行済株式総数  4,022,774 － －

総株主の議決権  － 37,236 －

　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含まれ

ております。

３．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が95株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社研創

広島市安佐北区上深川町

448番地
298,100 － 298,100 7.41

計 － 298,100 － 298,100 7.41

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自

己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移

転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式数 298,195 － 298,195 －

　（注）　当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題と位置付けており、株主資本の充実と長期的・安定的

収益力を維持するとともに、継続的・安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり10円の配当を実施することを決定しまし

た。

 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化に活用する予定です。

　また、当社は期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第５項に定める中間配当制度を

採用しております。

　当社は、「取締役会の決議により毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定めて

おり、剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2020年６月26日
37 10

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業が持続可能な繁栄をもたらすためには、企業経営の環境変化に迅速に対応できる機動的な経営体質

の構築と、経営の透明性確保を図ることで株主や消費者・取引先・従業員などの企業を取り巻くあらゆるステーク

ホルダーの信頼を得ることが不可欠と認識しております。そのため、企業価値を高めていくためのコーポレート・

ガバナンスの構築は企業経営上で最重要課題であると考えております。

①　企業統治の体制

(a) 企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度を採用しております。また、取締役会は７名（うち社外取締役１名）、監査役会は３

名（うち社外監査役２名）であります。社外取締役及び社外監査役は、会社と直接利害関係のない有識者か

ら選任することにより、経営の透明性確保を図っております。また、一般株主保護のため、経営から独立し

た客観的な立場から経営判断を行う「独立役員」を社外取締役及び社外監査役から各１名選任し、東京証券

取引所に届出ております。

＜取締役会＞

取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に従い、経営の基本方針等、経営上の重要な意思決定を行

うとともに取締役の職務執行状況を監督しております。

＜監査役会＞

監査役会は、監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査の方針、年間の

監査計画等を決定しております。各監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行状

況、各業務の妥当性、適法性について監査を行っております。また、監査役は効率的な監査を実施する

ため、定期的に会計監査人及び内部監査責任者と監査体制、監査計画、実施状況について協議又は意見

の交換を行っております。

＜内部監査責任者＞

内部監査責任者は、独立した立場から内部監査規程に基づき定期的に内部監査を実施し、内部統制シ

ステムの有効性を確認しております。

＜マネジメントレビュー＞

当社は、マネジメントレビューを毎月１回開催し、常勤取締役、常勤監査役、各部門長及び内部監査

責任者等をその構成員として事業活動の進捗確認と次月以降の活動方針検討確認、各部門の抱える課題

解決等を行っております。

＜会計監査人＞

当社は、西日本監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

当社の会計監査業務を担当している公認会計士は、業務執行社員栗栖正紀、稲積博則のほか、補助者

として公認会計士６名、公認会計士試験合格者等２名、その他５名となっております。
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　機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長・委員長を表す。）

役職名 氏名 取締役会 監査役会
マネジメント

レビュ－

代表取締役会長 林　良一 ○   

代表取締役社長 林　大一郎 ◎  ◎

専務取締役 西本　輝男 ○  ○

取締役 林　誠二 ○  ○

取締役 松村　浩二 ○  ○

取締役 浦上　忠久 ○  ○

取締役 村上　賢一 ○   

常勤監査役 大木　正 ○ ◎ ○

監査役 田中　博隆 ○ ○  

監査役 山下　泉 ○ ○  

 　　　他5名   ○

 

(b) 当該体制を採用する理由

当社は、経営に対する監督機能の強化を図るとともに透明性を向上させる目的で、社外取締役１名を選任

しております。監査役は、取締役の職務執行状況を監督する取締役会をはじめ重要会議に積極的に参画し、

意思決定のプロセスのチェックと経営全般に関する監査を担っており、さらに３名中２名を社外監査役とす

ることで経営への監視機能を強化しております。従いまして、現状の体制は外部からの客観的・中立的な経

営監視機能が十分機能するものと考えており、当社にとって適切な体制であると判断しております。

 

(c) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確

保するための体制についての決定内容の概要および運用状況は以下のとおりであります。

イ　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ａ　取締役会は、法令・定款および株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、

取締役の職務執行を監督します。

ｂ　取締役は、法令・定款・取締役会決議および社内規程に従い、職務を執行します。

ｃ　取締役は、職務執行状況について法令・定款および監査役会規程に基づき、監査役の監査を受けま

す。

（運用状況）

　当事業年度における取締役会は13回開催され、経営に関する重要事項を決定しております。各取締役

は法令・定款・取締役会決議および社内規程に従って職務を執行しており、その執行状況は監査役によ

る監査を受けております。

 

ロ　使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ａ　使用人は、法令遵守を当然のこととして、社会の構成員として求められる倫理観・価値観に基づき

誠実に行動します。

ｂ　使用人は、業務の運営については社内規程に基づき、業務の執行を行います。

ｃ　定期的に内部監査を行い、法令および社内規程に基づいた業務執行が行われているかを監査し、監

査結果は取締役社長・取締役会・監査役会に報告します。

（運用状況）

　使用人の業務運営は、法令および「コンプライアンス規程」等の社内規程に基づいて行われておりま

す。またその状況は、内部監査によってモニタリングされ、監査結果は取締役社長・取締役会・監査役

会に報告されております。
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ハ　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

ａ　情報の保存は、法令および社内規程に基づき、文書等の保存を行います。

ｂ　情報の管理は、法令および社内規程に基づき、対応します。

（運用状況）

　情報の保存・管理は、法令および「文書管理規程」等の社内規程に基づいて行われております。

 

ニ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ　取締役および使用人は、事業活動により生じる様々なリスクを認識し、防止対策を予め講じること

でリスクを低減させる活動を実行します。

ｂ　リスク管理体制については、取締役会やマネジメントレビュー等の重要会議においてリスクの可能

性およびその対策について報告し、議論を行ったうえで対応することとします。

ｃ　法令および社内規程遵守を目的とした「コンプライアンス報告書」を各部署から毎月提出させ、必

要に応じて関連部署ならびに顧問弁護士を交えて対応を検討します。

（運用状況）

　毎月開催されるマネジメントレビューにおいてリスク情報が報告され、必要に応じた対応に関する議

論が行われております。また、法令および「コンプライアンス規程」等の社内規程に基づいて社内にお

けるリスク情報収集活動も毎月行われ、必要に応じて関連部署ならびに顧問弁護士を交えた対応が検討

されております。

 

ホ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ　必要に応じて取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等を行います。

ｂ　マネジメントレビューを毎月開催し、取締役・監査役・各部門長・内部監査責任者等を構成員とし

て事業活動の進捗確認と次月以降の活動方針の検討・確認、各部門の抱える課題解決等を行います。

（運用状況）

　当事業年度における取締役会は13回開催され、経営に関する重要事項を決定しております。

　またマネジメントレビューは毎月開催され、事業活動の進捗状況と次月以降の活動方針を確認し、経

営課題に関する議論がなされております。

 

ヘ　監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならび

にその使用人の取締役からの独立性に関する事項

ａ　監査役に必要ある場合は、取締役社長と監査役が協議のうえで、使用人を置くことができることと

します。

ｂ　当該使用人が、監査役の職務を補助する期間は、その指示命令権は監査役に委譲されたものとしま

す。

ｃ　当該期間の当該使用人の評価および期間終了後の人事異動および懲戒は、監査役会の意見を聴取し

ます。

（運用状況）

　上記は「監査役会規程」に規定されておりますが、監査役を補佐する専従スタッフは、現在、配置し

ておりません。

 

ト　取締役および使用人が監査役へ報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ　取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、

直ちに監査役へ報告します。

ｂ　会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを監査役へ報告した通報者は、定めによって

不利益な取り扱いを受けないことが確保されます。

ｃ　監査役は「監査役会規程」等の定めによって、取締役会やマネジメントレビュー等重要会議に出席

し、業務執行に関する文書等を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるなどが

できることとします。

（運用状況）

　監査役は、取締役会やマネジメントレビュー等の重要会議に出席し、また、業務執行に関する文書等

を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。
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チ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ　監査役は、代表取締役・各取締役・会計監査人・内部監査責任者等と定期的に情報交換を行うこと

により、監査の実効性を確保します。

ｂ　監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理等に関する方針は、監査役が必要と認め

た場合はそれに従う体制とします。

（運用状況）

　監査役は、代表取締役・各取締役・会計監査人・内部監査責任者等と定期的に情報交換を行い、監査

の実効性を確保しております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。
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②　内部監査、監査役監査の状況

 当社の内部監査は、内部監査責任者を含む内部監査チーム24名（内24名は兼任）が業務の有効性・効率性・

財務報告の信頼性、法令・規程等の遵守状況、資産保全の状況等について業務の執行状況について監査し、そ

の監査結果は、社長・取締役会・監査役会に報告しております。

　また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は３名の監査役（常勤監査役１名、社外監査役２名）に

よって構成され取締役の職務の執行状況等について監査を行っております。

 

③　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。

④　取締役の定数

当社の取締役は３名以上とする旨定款に定めております。

⑤　取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決

権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑥　中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであり

ます。

⑦　自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑧　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取

締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免

除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能

力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

会長
林　良一 1958年12月４日生

 
1978年６月 当社入社

1980年10月 当社取締役開発部長

1986年10月 当社常務取締役開発部長

1994年４月 当社常務取締役営業本部長

1995年８月 ㈱研創エンタープライズ代表取締役社

長（現任）

1995年８月 当社代表取締役社長

2020年４月 当社代表取締役会長（現任）
 

(注)５ 0

代表取締役

社長
林　大一郎 1986年12月15日生

 
2017年４月 当社入社

2017年６月 ㈱研創エンタープライズ取締役（現

任）

2017年６月 当社取締役社長室長

2018年６月 当社取締役副社長

2019年７月 当社代表取締役副社長

2020年４月 当社代表取締役社長（現任）
 

(注)５ 60

専務取締役

営業統括部長
西本　輝男 1964年８月31日生

 
1983年11月 当社入社

2008年４月 当社営業統括部長

2009年６月

2018年６月

当社執行役員営業統括部長

当社専務取締役営業統括部長（現任）
 

(注)５ 2

取締役 林　誠二 1969年４月23日生

 
1996年１月 当社入社

2004年10月 ㈱研創エンタープライズ取締役副社長

（現任）

2007年６月 当社取締役（現任）
 

(注)５ 70

取締役

製造部長
松村　浩二 1964年12月22日生

 
1983年10月 当社入社

2008年４月 当社生産管理部長

2009年６月 当社執行役員生産管理部長

2013年４月

2018年６月

当社執行役員製造部長

当社取締役製造部長（現任）
 

(注)５ 9

取締役　

総務部長
浦上　忠久 1965年８月24日生

 
1988年４月 当社入社

2004年４月 当社経営企画部長

2005年９月 当社総務部長

2009年６月

2020年６月

当社執行役員総務部長

当社取締役総務部長（現任）
 

(注)８ 2

取締役 村上　賢一 1957年２月20日生

 
1997年４月

2002年４月

 
2015年６月

弁護士登録　弁護士会入会

村上賢一法律事務所開設　所長(現

任）

当社取締役（現任）
 

(注)５ -

常勤監査役 大木　正 1949年12月５日生

 
2008年３月 当社入社

2008年４月 当社業務監査室長

2009年４月 当社内部統制推進室長

2009年６月 当社常勤監査役（現任）
 

(注)６ 14

監査役  田中　博隆 1937年９月28日生

 
2005年６月 当社常勤監査役

2007年６月 当社監査役（現任）
 

(注)６ 4

監査役   山下　泉 1936年８月20日生

 
1973年７月 ゼネラル興産㈱設立

同社代表取締役社長（現任）

2004年６月 当社監査役（現任）
 

(注)７ 1

計 163

　（注）１．代表取締役会長　林　良一は、代表取締役社長　林 大一郎の父であります。

２．取締役　林 誠二は、代表取締役社長　林 大一郎の叔父であります。

３．取締役　村上賢一は、社外取締役であります。

４．監査役　田中博隆及び山下 泉は、社外監査役であります。

５．取締役　林　良一、林　大一郎、西本輝男、林　誠二、松村浩二及び村上賢一の任期は、2019年３月期に係

る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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６．監査役　大木 正及び田中博隆の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に

係る定時株主総会の終結の時までであります。

７．監査役　山下 泉の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主

総会の終結の時までであります。

８．取締役　浦上忠久の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主

総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は、村上賢一氏の１名であります。村上賢一氏は、1994年10月司法試験に合格し、1997

年４月弁護士登録、国政法律事務所勤務を経て、2002年４月村上賢一法律事務所を開設しており、2008年４

月より2015年６月25日まで当社の顧問弁護士として契約をしておりました。資本的関係又は取引関係その他

の利害関係はありません。

当社の社外監査役は、田中博隆氏及び山下　泉氏の２名であります。

田中博隆氏は、株式会社せとうち銀行（現：株式会社もみじ銀行）に1992年９月まで業務執行者として在

籍しておりました。

同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一

覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

山下　泉氏は、ゼネラル興産株式会社の代表取締役社長であります。

同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一

覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外

監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視の客観性・中立性を確保するための機能が

重要であると考えております。

また、当社では、 社外取締役及び社外監査役を選任するため基準又は方針は設けておりませんが、選任に

あたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にしております。

村上賢一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有

益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。また、東京証券取引所に対し、「独立役

員」として届け出ております。

田中博隆氏は、金融機関の支店長経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること

から社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。

山下　泉氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しており

ます。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、外部からの客観的・中立的な視点による有益な意見を通じ、経営全般

に対して監督を行っております。社外監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席して、取締役の業務執行

状況、各業務の妥当性、適法性について監査を行っております。

　また、内部監査責任者、監査役会及び会計監査人は、監査体制、監査計画及び実施状況について定期的に

協議又は意見の交換を行っており、情報共有や相互連携を行いながら、監査の実効性・効率性の向上を図っ

ております。

　なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果につきましては、取締役会又は監査役会を通じ、社外取

締役及び社外監査役へ報告されております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

ａ．監査役監査の組織、人員及び手続き

　当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役１名、非常勤の社外監査役２名の合計３名で構成され

ております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会およびその他の重要な会

議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を述べるな

ど、取締役の業務執行が適正かどうかの監査を行っております。また、取締役、内部監査責任者及び会計監査人

と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。

　常勤監査役大木　正は、金融機関の経営経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

　監査役田中博隆は、金融機関の支店長経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること

から社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。

　監査役山下　泉は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しており

ます。

 

ｂ．監査役及び監査役会の活動状況

　当事業年度において当社は監査役会を２か月に１回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のと

おりであります。

氏名 開催回数 出席回数

大木　正 ９回 ９回

田中　博隆 ９回 ９回

山下　泉 ９回 ９回

 

　なお、監査役会における主な検討事項は、次のとおりであります。

・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担

・常勤監査役の職務執行状況

・会計監査人の監査の相当性

　また、監査役の主な活動は、次のとおりであります。

・取締役会への出席と意見表明（全監査役）

・マネジメントレビュー等社内の重要会議への出席と意見表明（常勤監査役のみ）

・会計監査（全監査役）

 

②　内部監査の状況

　当社の内部監査は、内部監査責任者を含む内部監査チーム24名（内24名は兼任）が業務の有効性・効率性・財

務報告の信頼性、法令・規程等の遵守状況、資産保全の状況等について業務の執行状況について監査し、その監

査結果は、社長・取締役会・監査役会に報告しております。

 

③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称
　西日本監査法人
 

ｂ．継続監査期間
　13年間
 

ｃ．業務を執行した公認会計士
　栗栖　正紀
　稲積　博則

 
ｄ．監査業務に係る補助者の構成
　当社の会計監査業務に係る補助者は、補助者として公認会計士６名、公認会計士試験合格者等２名、その他
５名となっております。

 
e．監査法人の選定方針と理由
　当社は、選定方針として会計監査人の専門性および独立性、監査体制、監査報酬を重視し総合的に評価した
うえで選定しております。
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f．監査役及び監査役会による監査法人の評価
　監査役会は会計監査人の専門性および独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意
見の相違の有無等を総合的に評価しております。

 

g．監査法人の異動
　該当事項はありません。

 
④監査報酬の内容等
 
ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

14,000 － 14,000 －

 

ｂ．監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

　該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針
　会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監
査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかを検証し、監査役会の同
意を得て決定しています。

 

ｅ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意を
した理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積もりの相当性等について
検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断
し、同意いたしました。

 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません

でしたが、2020年３月31日開催の取締役会において、役員報酬の基本方針及び決定プロセスを定めました。

その内容は以下のとおりであります。

（基本方針）

優秀な人材を確保するための適正な報酬制度であること

優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準を確保し、事業規模に応じても適正であるこ

と。

公平・公正な報酬制度であること

恣意性を排除し、職責と成果に基づく公平・公正な報酬制度であること。

（決定プロセス）

　取締役の報酬につきましては、取締役会の再一任を受けた代表取締役社長林大一郎氏が、透明性・客観

性を確保するため、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、事業規模、経営実績、社会情勢等を勘

案し、個々の取締役の常勤・非常勤、担当役割、職位、職責、個人別評価等を考慮の上、社外取締役と協

議して決定します。

　また、監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤、業

務区分等の状況を考慮し、監査役が協議によって決定します。

　なお、取締役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第19期定時株主総会において年額１億80百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、1998年６月26

日開催の第27期定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
179,500 168,700 － 10,800 6

監査役

（社外監査役を除く。）
7,800 7,800 － － 1

社外役員 4,550 4,550 － － 3

（注）１．当事業年度末現在の人数は、取締役６名、監査役３名であります。

　　　２. 役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はおりません

ので記載を省略しております。

３．取締役の支給額には、使用人兼務の使用人分給与は含まれておりません。

４. 当社は、2009年６月26日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役

の役員退職慰労金制度を廃止しております。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

 保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、次の

とおりであります。

　純投資目的である投資株式

　　専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式

　純投資目的以外の目的である投資株式

　　当該株式の保有が安定的な取引関係の構築や営業取引関係の維持・強化に繋がるなど、当社の中長期

的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有する政策保有株式

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a)　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

証の内容

（保有方針）

政策保有株式につきましては、その保有が当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められるかど

うかを個別に検証し、次の保有目的に敵う場合に限り保有する方針であります。

ア．製品の販売を行う企業との取引関係の維持・強化に資する

イ．金融取引を行う企業とのより安定した関係の構築に資する

 また当社は、資産効率の向上と市場リスクを回避するため、保有する政策保有株式の総額を株主資本の

５％以内としております。

 

（保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容）

 当社は、当該取引全体に占める保有先企業との取引の割合が一定の水準を保っているかどうか、また、

保有先企業の財務状況及び株価並びに配当の状況が良好であるかどうか等について、過去５年間の推移を

確認することで、保有の合理性について定期的に検証を行っております。

 当事業年度末日現在においては、それぞれの保有先企業はいずれも主要取引先（得意先又は借入先）で

あり、過去５年間その地位を維持していることから、保有先企業は当社の中長期的な収益の獲得と金融取

引の安定化に貢献しており、さらに財務状況及び株価並びに配当の状況も良好であることから、政策保有

は合理的であると判断しております。また、政策保有株式の総額は27,694千円で、株主資本の1.2％と適正

な水準であることを確認しております。

 

(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 2 27,694

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
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(c) 特定投資株式及びみなし保有目的の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

杉田エース㈱
22,700 22,700 サイン製品の受注を安定的

に確保するため
有

20,929 22,722

㈱広島銀行
15,000 15,000 安定的な資金調達を行うた

め
無

6,765 8,460

（注）サイン製品の受注状況及び取引条件、資金調達の取引条件等の機密情報を保持する観点から、特定投資

株式の定量的な保有効果についての記載が困難なため、保有の合理性を検証する方法について記載しま

す。当社は、当該取引全体に占める保有先企業との取引の割合が一定の水準を保っているかどうか、ま

た、保有先企業の財務状況及び株価並びに配当の状況が良好であるかどうか等について、過去５年間の

推移を確認することで、保有の合理性について定期的に検証を行っております。

 

みなし保有株式

　該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社研創(E01428)

有価証券報告書

27/66



第５【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま

で）の財務諸表について、西日本監査法人による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、各基準に準拠した開示を行える体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、会計

に関する研修への参加等により最新の会計情報を入手しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2019年３月31日)
当事業年度

(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 489,628 484,308

受取手形 ※４ 650,530 566,589

電子記録債権 ※４ 137,838 153,171

売掛金 1,254,237 1,276,715

商品及び製品 37,292 46,224

仕掛品 88,152 66,930

原材料及び貯蔵品 112,122 141,323

前払費用 3,525 2,336

その他 81,441 16,511

貸倒引当金 △1,005 △742

流動資産合計 2,853,764 2,753,370

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,820,224 3,207,864

減価償却累計額 △2,142,833 △2,414,247

建物（純額） ※１,※３ 677,391 ※１,※３ 793,616

構築物 366,743 389,885

減価償却累計額 △295,279 △315,977

構築物（純額） ※１,※３ 71,464 ※１,※３ 73,908

機械及び装置 772,443 868,917

減価償却累計額 △701,530 △755,611

機械及び装置（純額） ※１ 70,913 ※１ 113,306

車両運搬具 85,347 89,841

減価償却累計額 △80,214 △85,290

車両運搬具（純額） ※１,※３ 5,132 ※１,※３ 4,551

工具、器具及び備品 134,956 136,014

減価償却累計額 △119,065 △123,077

工具、器具及び備品（純額） 15,890 12,936

土地 ※１ 1,432,420 ※１ 1,680,159

建設仮勘定 － 3,346

有形固定資産合計 2,273,212 2,681,824

無形固定資産   

ソフトウエア ※３ 14,980 ※３ 8,983

ソフトウエア仮勘定 6,005 11,053

電話加入権 6,649 6,649

無形固定資産合計 27,635 26,687

投資その他の資産   

投資有価証券 31,182 27,694

投資不動産（純額） ※１,※２ 382,114 －

出資金 285 285

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 52,759 46,765

破産更生債権等 1,035 845

繰延税金資産 95,188 101,910

その他 239,151 268,725

貸倒引当金 △1,035 △845

投資その他の資産合計 800,681 445,380

固定資産合計 3,101,529 3,153,891

資産合計 5,955,294 5,907,262
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2019年３月31日)
当事業年度

(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※４ 1,378,191 1,008,546

買掛金 368,616 288,332

短期借入金 ※１,※５ 510,000 ※１,※５ 900,000

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 268,462 ※１ 268,504

未払金 206,404 136,563

未払費用 71,444 69,887

未払法人税等 53,080 43,337

前受金 457 149

預り金 10,385 10,466

賞与引当金 93,697 92,475

その他 ※４ 74,803 68,520

流動負債合計 3,035,542 2,886,782

固定負債   

長期借入金 ※１ 280,300 ※１ 243,504

退職給付引当金 126,134 148,127

役員退職慰労引当金 273,150 262,350

資産除去債務 1,631 1,655

固定負債合計 681,215 655,636

負債合計 3,716,758 3,542,419

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金   

その他資本剰余金 264,930 264,930

資本剰余金合計 264,930 264,930

利益剰余金   

利益準備金 34,145 37,869

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,372,910 1,497,917

利益剰余金合計 1,407,055 1,535,787

自己株式 △106,770 △106,770

株主資本合計 2,229,956 2,358,687

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,579 6,155

評価・換算差額等合計 8,579 6,155

純資産合計 2,238,535 2,364,842

負債純資産合計 5,955,294 5,907,262
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2018年４月１日
 至 2019年３月31日)

当事業年度
(自　2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 5,897,893 6,013,290

売上原価   

製品期首たな卸高 57,707 37,292

当期製品製造原価 4,033,432 4,178,810

合計 4,091,139 4,216,103

製品期末たな卸高 37,292 46,224

製品売上原価 ※７ 4,053,847 ※７ 4,169,878

売上総利益 1,844,046 1,843,411

販売費及び一般管理費   

販売費 388,553 441,267

一般管理費 1,145,186 1,153,218

販売費及び一般管理費合計 ※１ 1,533,740 ※１ 1,594,485

営業利益 310,306 248,926

営業外収益   

受取利息 1,256 769

受取配当金 970 970

受取地代家賃 25,659 1,958

助成金収入 5,060 473

受取手数料 962 871

その他 1,553 1,234

営業外収益合計 35,461 6,278

営業外費用   

支払利息 4,699 3,556

債権保全利息 6,782 6,188

不動産賃貸費用 14,183 －

ライセンス費用 － 2,317

その他 758 774

営業外費用合計 26,424 12,836

経常利益 319,343 242,367

特別利益   

固定資産売却益 ※５ 254 －

補助金収入 ※２ 61,345 －

特別利益合計 61,599 －

特別損失   

固定資産除却損 ※６ 62 ※６ 14

災害による損失 ※３ 59,948 －

固定資産圧縮損 ※４ 20,608 －

特別損失合計 80,618 14

税引前当期純利益 300,323 242,352

法人税、住民税及び事業税 104,045 82,032

法人税等調整額 △5,057 △5,657

法人税等合計 98,987 76,375

当期純利益 201,336 165,977
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  878,910 21.6 883,333 21.2

Ⅱ　労務費 ※１ 952,628 23.4 990,812 23.7

Ⅲ　経費 ※２ 2,235,138 55.0 2,300,800 55.1

当期総製造費用  4,066,676 100.0 4,174,945 100.0

期首仕掛品たな卸高  70,164  88,152  

合計  4,136,841  4,263,098  

他勘定振替高 ※３ 15,256  17,356  

期末仕掛品たな卸高  88,152  66,930  

当期製品製造原価  4,033,432  4,178,810  

      

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

 

　（注）※１．引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

賞与引当金繰入額（千円） 50,780 51,679

退職給付費用（千円） 12,373 22,781

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

外注加工費（千円） 1,879,400 1,881,792

消耗品費（千円） 170,213 177,019

減価償却費（千円） 62,979 99,995

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

広告宣伝費（千円） 11,157 10,481

開発研究費（千円） 1,969 2,181

その他（千円） 2,129 4,692

合計（千円） 15,256 17,356
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 664,740 264,930 264,930 28,558 1,233,029 1,261,588

当期変動額       

利益準備金の積立    5,586 △5,586 －

剰余金の配当     △55,868 △55,868

当期純利益     201,336 201,336

純資産の部に直接計上さ
れたその他有価証券評価
差額金の増減

      

当期変動額合計 － － － 5,586 139,880 145,467

当期末残高 664,740 264,930 264,930 34,145 1,372,910 1,407,055

 

      

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計
その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △106,770 2,084,488 12,343 12,343 2,096,832

当期変動額      

利益準備金の積立  －   －

剰余金の配当  △55,868   △55,868

当期純利益  201,336   201,336

純資産の部に直接計上さ
れたその他有価証券評価
差額金の増減

  △3,764 △3,764 △3,764

当期変動額合計 － 145,467 △3,764 △3,764 141,703

当期末残高 △106,770 2,229,956 8,579 8,579 2,238,535

 

EDINET提出書類

株式会社研創(E01428)

有価証券報告書

33/66



当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 664,740 264,930 264,930 34,145 1,372,910 1,407,055

当期変動額       

利益準備金の積立    3,724 △3,724 －

剰余金の配当     △37,245 △37,245

当期純利益     165,977 165,977

純資産の部に直接計上さ
れたその他有価証券評価
差額金の増減

      

当期変動額合計 － － － 3,724 125,007 128,731

当期末残高 664,740 264,930 264,930 37,869 1,497,917 1,535,787

 

      

 株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

 自己株式 株主資本合計
その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △106,770 2,229,956 8,579 8,579 2,238,535

当期変動額      

利益準備金の積立  －   －

剰余金の配当  △37,245   △37,245

当期純利益  165,977   165,977

純資産の部に直接計上さ
れたその他有価証券評価
差額金の増減

  △2,424 △2,424 △2,424

当期変動額合計 － 128,731 △2,424 △2,424 126,307

当期末残高 △106,770 2,358,687 6,155 6,155 2,364,842
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 300,323 242,352

減価償却費 110,254 136,407

貸倒引当金の増減額（△は減少） 561 △453

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,815 △1,222

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,574 21,993

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △10,800

受取利息及び受取配当金 △2,226 △1,739

支払利息 4,699 3,556

固定資産除却損 62 14

災害損失 59,948 －

固定資産売却損益（△は益） △254 －

固定資産圧縮損 20,608 －

売上債権の増減額（△は増加） △36,478 46,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,724 △16,911

仕入債務の増減額（△は減少） 107,199 △449,929

その他の資産の増減額（△は増加） △57,567 3,350

その他の負債の増減額（△は減少） △654 △49,664

小計 510,141 △76,915

利息及び配当金の受取額 2,233 1,739

利息の支払額 △4,597 △3,809

補助金の受取額 － 61,344

災害損失の支払額 △59,569 △378

法人税等の支払額 △140,262 △91,558

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,944 △109,579

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △142,000 △132,000

定期預金の払戻による収入 116,000 132,000

有形固定資産の取得による支出 △88,718 △175,813

有形固定資産の売却による収入 416 －

無形固定資産の取得による支出 △1,495 △13,498

敷金・保証金等の増減額（△は増加） △29,506 △29,574

貸付けによる支出 △3,900 △2,660

貸付金の回収による収入 11,060 10,493

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,142 △211,053

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △110,000 390,000

長期借入れによる収入 500,000 276,000

長期借入金の返済による支出 △320,598 △312,754

配当金の支払額 △54,928 △37,933

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,473 315,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184,275 △5,320

現金及び現金同等物の期首残高 173,353 357,628

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 357,628 ※１ 352,308
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品・仕掛品

　個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）原材料

　総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産

　定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法によっております。

(2）少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却を行っております。

(3）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　期末日現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。

 退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

(4）役員退職慰労引当金

　当社は、2010年６月29日開催の定時株主総会において、本制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打

切り支給することとし、その支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的金額・方法等は取締役につい

ては取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することを決議いたしました。このため、当該支給

見込については引き続き役員退職慰労引当金として計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ　その他の工事

　工事完成基準

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費

用として処理しております。

 

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会計基準

委員会）

(1）概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な

会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに

おいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は

2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益

認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整

合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ

とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項

目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

　2022年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業会計基準

委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基

準委員会）

(1）概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容

の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準にお

いてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業

会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会

計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定

方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号

の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務

諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされてお

ります。

(2）適用予定日

　2022年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であり

ます。

 

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）

(1）概要

　国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下

「IAS 第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表

利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう
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要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下 「本会計基

準」）が開発され、公表されたものです。

　企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではな

く、原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、

開発にあたっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

(2）適用予定日

　2021年３月期の年度末から適用します。

 

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日

企業会計基準委員会）

(1）概要

　「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充

実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方

針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

　なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情

報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼ

さないために、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

(2）適用予定日

　2021年３月期の年度末から適用します。

 

 

（追加情報）

（資産の保有目的の変更）

　当事業年度において、保有目的の変更により、投資不動産（純額）382,114千円を有形固定資産に振り替えてお

ります。

 

（新型コロナウィルス感染症に伴う会計上の見積りについて）

　当社の事業は、ビル建築の最終プロセスで取付が発生することも多いことから、新型コロナウイルスの感染拡大

に伴って、一時、工事を停止した建築現場もありますので、工事遅延に伴う短期的な影響が及ぶ可能性がありま

す。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府の緊急事態宣言によって多くの企業が在宅勤務を実施し、今

後は日常生活・働き方そのものの見直しも進むと考えられますので、長期的なオフィスビル需要に影響が及び、サ

イン事業の需要にも影響を及ぼす可能性があります。

　そのため、当社においては翌事業年度（2021年３月期）の一定期間にわたり新型コロナウイルス感染症の影響が

継続するという一定の仮定に基づいて、当事業年度（2020年３月期）の繰延税金資産の回収可能性等を検討したう

えで会計上の見積りをおこなっております。

　しかしながら、新型コロナウィルス感染症の影響が当初の予想を超えた場合、翌事業年度の当社の財政状態、経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

建物 656,006千円 (656,006千円) 773,230千円 (773,230千円)

構築物 62,601千円 (62,601千円) 66,137千円 (66,137千円)

機械及び装置 70,913千円 (70,913千円) 113,306千円 (113,306千円)

車両運搬具 0千円 (0千円) 0千円 (0千円)

土地 1,386,832千円 (1,386,832千円) 1,634,571千円 (1,634,571千円)

投資不動産 382,114千円 (382,114千円) －千円 (－千円)

計 2,558,468千円 (2,558,468千円) 2,587,245千円 (2,587,245千円)

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

短期借入金 150,000千円 (150,000千円) 370,000千円 (370,000千円)

１年内返済予定の長期借入金 110,796千円 (110,796千円) 101,820千円 (101,820千円)

長期借入金 88,308千円 (88,308千円) 93,202千円 (93,202千円)

計 349,104千円 (349,104千円) 565,022千円 (565,022千円)

上記のうち（ ）内は工場財団抵当であります。

なお、上記担保資産及び担保付債務のうち、当事業年度において建物4,637千円及び構築物12,793千円は、１年内

返済予定の長期借入金5,196千円及び長期借入金18,186千円に対する担保として譲渡担保が設定されております。

 

※２　投資不動産の減価償却累計額

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

投資不動産 235,016千円 －千円

 

※３　圧縮記帳額

　補助金の受け入れにより、取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

建物 16,650千円 16,650千円

構築物 259千円 259千円

車両運搬具 3,199千円 3,199千円

ソフトウェア 500千円 500千円

計 20,608千円 20,608千円

 

※４　期末日満期手形および電子記録債権

　期末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が期末残高に含

まれております。
 

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

受取手形 54,476千円 －千円

電子記録債権 22,268千円 －千円

支払手形 281,723千円 －千円

その他「流動負債」（設備支払手形） 2,235千円 －千円
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※５　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達と手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業

年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

当座貸越極度額 2,000,000千円 2,000,000千円

借入実行残高 510,000千円 900,000千円

差引額 1,490,000千円 1,100,000千円
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（損益計算書関係）

※１　販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
　　至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

運賃荷造費 361,757千円 416,069千円

 

　　一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
　　至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

減価償却費 38,043千円 36,412千円

賞与引当金繰入額 42,916千円 40,795千円

退職給付費用 8,688千円 11,223千円

役員報酬 159,000千円 161,700千円

給料手当 412,443千円 411,923千円

 

※２　補助金収入

　補助金収入は、広島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金を交付されたものであります。

 

※３　災害による損失

　「平成30年７月豪雨」による被害に係る損失の額を計上しております。

 

※４　固定資産圧縮損

　固定資産圧縮損は、上記※２の補助金収入に伴い固定資産（建物、構築物、車両運搬具）から直接減額したものと、

ＩＴ導入支援事業助成金の収入に伴いソフトウェアから直接減額したものであります。

 

※５　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

建物 254千円 －千円

計 254千円 －千円

 

※６　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

建物 0千円 －千円

構築物 0千円 －千円

機械及び装置 11千円 14千円

車両運搬具 0千円 －千円

工具、器具及び備品 50千円 0千円

計 62千円 14千円

 

※７　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

お　　   ります。

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

売上原価 612千円 115千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 4,022,774 － － 4,022,774

合計 4,022,774 － － 4,022,774

自己株式     

普通株式 298,195 － － 298,195

合計 298,195 － － 298,195

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 55 15 2018年３月31日 2018年６月29日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 37  利益剰余金 10 2019年３月31日 2019年６月28日

 

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 4,022,774 － － 4,022,774

合計 4,022,774 － － 4,022,774

自己株式     

普通株式 298,195 － － 298,195

合計 298,195 － － 298,195
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 37 10 2019年３月31日 2019年６月28日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 37  利益剰余金 10 2020年３月31日 2020年６月29日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

 現金及び預金勘定 489,628千円 484,308千円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △132,000千円 △132,000千円

 現金及び現金同等物 357,628千円 352,308千円

 

 

（リース取引関係）

　　　　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金調達については、中期計画・年度予算に照らして必要な資金を主に金融機関からの借入に

よって調達しております。資金運用については、一時的な余剰資金は流動性の高い預金等の金融資産で運

用し、長期運用は業務上の関係を有する企業等の株式で運用しております。また、デリバティブ取引は

行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

 

　　　　　　(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金並びに長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒され

ております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後５年以内でありま

す。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

 

　　　　　　(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、販売業務管理規程及び会計規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各部門が主要な取

引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、営業債権につきましては、回収不能の

事態に備えて取引信用保険を付保するなどの対策を実施しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、金融機関からの借入を行うにあたり、調達コストと金融環境を考慮しながら、固定金利・変

動金利を適宜組み合わせて、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

　         (4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度（2019年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 489,628 489,628 －

(2）受取手形(*3) 788,369 788,369 －

(3）売掛金 1,254,237 1,254,237 －

(4）投資有価証券 31,182 31,182 －

(5）長期貸付金(*1） 62,090 62,093 2

　資産計 2,625,508 2,625,511 2

(1）支払手形 1,378,191 1,378,191 －

(2）買掛金 368,616 368,616 －

(3）短期借入金 510,000 510,000 －

(4）未払法人税等 53,080 53,080 －

(5）長期借入金(*2） 548,762 549,113 △351

　負債計 2,858,650 2,859,002 △351

(*1）長期貸付金には１年内の返済予定分を含んでおります。

(*2）長期借入金には１年内の返済予定分を含んでおります。

(*3）受取手形には電子記録債権を含んでおります。

 

当事業年度（2020年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 484,308 484,308 －

(2）受取手形(*3) 719,760 719,760 －

(3）売掛金 1,276,715 1,276,715 －

(4）投資有価証券 27,694 27,694 －

(5）長期貸付金(*1） 54,257 54,217 △39

　資産計 2,562,736 2,562,696 △39

(1）支払手形 1,008,546 1,008,546 －

(2）買掛金 288,332 288,332 －

(3）短期借入金 900,000 900,000 －

(4）未払法人税等 43,337 43,337 －

(5）長期借入金(*2） 512,008 512,161 △153

　負債計 2,752,224 2,752,377 △153

(*1）長期貸付金には１年内の返済予定分を含んでおります。

(*2）長期借入金には１年内の返済予定分を含んでおります。

(*3）受取手形には電子記録債権を含んでおります。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、（3）売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(4）投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関

する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

　(5）長期貸付金

　当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごと

に、その将来キャッシュ・フローをプライムレート等を指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引

いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額

等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積

高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

 

負債

(1）支払手形、(2）買掛金、(3）短期借入金、(4）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(5）長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。
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２．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2019年３月31日）

 
１年以内
 (千円）

１年超
５年以内
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）

10年超
 (千円）

現金及び預金 489,628 － － －

受取手形 788,369 － － －

売掛金 1,254,237 － － －

長期貸付金 9,336 25,571 27,183 －

合計 2,541,571 25,571 27,183 －

　　　（注）受取手形には電子記録債権を含んでおります。

 

当事業年度（2020年３月31日）

 
１年以内
 (千円）

１年超
５年以内
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）

10年超
 (千円）

現金及び預金 484,308 － － －

受取手形 719,760 － － －

売掛金 1,276,715 － － －

長期貸付金 7,491 25,582 21,183 －

合計 2,488,276 25,582 21,183 －

　　　（注）受取手形には電子記録債権を含んでおります。

 

３．短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（2019年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 510,000 － － － － －

長期借入金 268,462 179,960 100,340 － － －

合計 778,462 179,960 100,340 － － －

 

当事業年度（2020年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 900,000 － － － － －

長期借入金 268,504 188,884 46,826 5,196 2,598 －

合計 1,168,504 188,884 46,826 5,196 2,598 －
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2019年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 22,722 6,881 15,841

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 22,722 6,881 15,841

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 8,460 12,955 △4,495

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 8,460 12,955 △4,495

合計 31,182 19,836 11,346
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当事業年度（2020年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 20,929 6,881 14,048

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 20,929 6,881 14,048

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 6,765 12,955 △6,190

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,765 12,955 △6,190

合計 27,694 19,836 7,857

 

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

　　　 該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　　　 該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

　　　　　該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職金制度の60％相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当してお

り、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により、退職給付引当金及び退

職給付費用を計算しております。

 

２．確定給付制度

　(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

退職給付引当金の期首残高 122,560千円 126,134千円

退職給付費用 10,144 23,404 

退職給付の支払額 △6,570 △1,411 

退職給付引当金の期末残高 126,134 148,127 

 

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 
前事業年度

（2019年３月31日）
当事業年度

（2020年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 126,134千円 148,127千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 126,134 148,127 

     

退職給付引当金 126,134 148,127 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 126,134 148,127 

 

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度10,144千円 当事業年度23,404千円

 

３．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度（自　2018年４月１日至　2019年３月31日）10,918千円、当事業

年度（自　2019年４月１日至　2020年３月31日）10,601千円であります。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2019年３月31日）
 
 

当事業年度
（2020年３月31日）

 
 

繰延税金資産 千円 千円 

退職給付引当金 38,470 45,178 

役員退職慰労引当金 83,310 80,016 

賞与引当金 32,868 32,449 

未払役員賞与 6,467 6,299 

未払従業員賞与 7,222 6,928 

未払事業税 5,214 4,801 

その他 10,021 10,047 

繰延税金資産小計 183,576 185,722 

評価性引当額 △85,494 △81,996 

繰延税金資産合計 98,082 103,725 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △2,766 △1,702 

資産除去債務 △126 △112 

繰延税金負債合計 △2,893 △1,815 

差引：繰延税金資産の純額 95,188 101,910 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2019年３月31日）
 
 

当事業年度
（2020年３月31日）

 
 

法定実効税率 30.5％  30.5％  

（調整）     

　住民税均等割 2.2  2.8  

　交際費損金不算入額 1.8  1.6  

　法人税の特別控除 △2.0  △1.9  

　その他 0.5  △1.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.0  31.5  

 

（持分法損益等）

　　該当する関連会社がないため、記載しておりません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　広告看板設置場所の広告物設置掲出契約に伴う原状回復義務等であります。
 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は1.45％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 

　　 　前事業年度

（自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日）

　　 　当事業年度

（自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日）

期首残高 1,608千円 1,631千円

時の経過による調整額 23千円 23千円

期末残高 1,631千円 1,655千円
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（賃貸等不動産関係）

　当事業年度において、保有目的の変更により、投資不動産（純額）382,114千円は有形固定資産に振り替えて

おります。

なお、前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は9,793千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸

費用は営業外費用に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当事業年度
（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

貸借対照表計上額   

 期首残高 391,346 382,114

 期中減少額 9,232 382,114

 期末残高 382,114 －

期末時価 527,300 －

　(注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　　　 ２．期中減少額の内訳は、前事業年度は減価償却費（9,232千円）による減少、当事業年度は保有目的の

変更（382,114千円）による減少であります。

      ３．期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づきます。

ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映してい

ると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金

額によっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）及び当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020

年３月31日）

　当社は、サイン製品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客の売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略

しております。

 

当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産
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　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客の売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略

しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）及び当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020

年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）及び当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020

年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

 前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）及び当事業年度（自 2019年４月１日 至 2019

年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

　　　　　(ア）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 林　良一 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

 
間接

　20.14

 

－ 金銭の貸付 －

その他

「流動資産」

（短期貸付金）

6,000

株主、役員又は

従業員に対する

長期貸付金

51,183

　（注）１．取引条件及び取引決定方法

金銭の貸付については、市場金利を勘案した合理的な利率を設定しており、貸付期間や返済方法については

両者協議の上、貸付条件を設定しております。なお、担保の提供は受けておりません。

２．取引の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．林良一の間接所有は、同氏とその近親者が100％の議決権を所有する株式会社研創エンタープライズの所有

によるものであります。
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当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

種　類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役　員 林　良一 － －
当社代表取
締役社長

(被所有)
間接19.32

－

金銭の貸付 －

その他「流動資
産」(短期貸付金)

6,000

株主、役員又は従
業員に対する長期

貸付金
45,183

受 取 利 息 703 － －

　（注）１．取引条件及び取引決定方法

金銭の貸付については、市場金利を勘案した合理的な利率を設定しており、貸付期間や返済方法については

両者協議の上、貸付条件を設定しております。なお、担保の提供は受けておりません。

２．取引の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．林良一の間接所有は、同氏とその近親者が100％の議決権を所有する株式会社研創エンタープライズの所有

によるものであります。

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前事業年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

１株当たり純資産 601円02銭 634円93銭

１株当たり当期純利益 54円06銭 44円56銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

当事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当期純利益（千円） 201,336 165,977

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 201,336 165,977

普通株式の期中平均株式数（株） 3,724,579 3,724,579

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引
当期末残高
（千円）

有形固定資産        

建物 2,820,224 387,739 100 3,207,864 2,414,247 51,676 793,616

構築物 366,743 23,142 － 389,885 315,977 5,837 73,908

機械及び装置 772,443 98,007 1,533 868,917 755,611 55,599 113,306

車両運搬具 85,347 4,494 － 89,841 85,290 5,075 4,551

工具、器具及び備品 134,956 6,618 5,560 136,014 123,077 9,266 12,936

土地 1,432,420 247,738 － 1,680,159 － － 1,680,159

建設仮勘定 － 3,346 － 3,346 － － 3,346

　　有形固定資産計 5,612,136 771,086 7,193 6,376,028 3,694,204 127,455 2,681,824

無形固定資産        

ソフトウエア 68,265 2,968 16,560 54,672 45,689 8,964 8,983

　 ソフトウエア仮勘定 6,005 5,048 － 11,053 － － 11,053

電話加入権 6,649 － － 6,649 － － 6,649

　　無形固定資産計 80,920 8,016 16,560 72,376 45,689 8,964 26,687

投資不動産        

建物 354,063 － 354,063 － － － －

構築物 15,022 － 15,022 － － － －

工具、器具及び備品 305 － 305 － － － －

土地 247,738 － 247,738 － － － －

　　投資不動産計 617,130 － 617,130 － － － －

（注）投資不動産の減少額は保有目的の変更により有形固定資産に振替を行ったものであります。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 510,000 900,000 0.309 －

１年以内に返済予定の長期借入金 268,462 268,504 0.376 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 280,300 243,504 0.299
2021年４月～

2024年８月

合計 1,058,762 1,412,008 － －

（注）１．「平均利率」については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 188,884 46,826 5,196 2,598
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 2,041 2,348 331 2,470 1,588

賞与引当金 93,697 92,475 93,697 － 92,475

役員退職慰労引当金 273,150 － 10,800 － 262,350

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩

額であります。

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 3,677

預金  

当座預金 716

普通預金 347,279

定期預金 132,000

別段預金 635

小計 480,631

合計 484,308

 

ロ　受取手形

相手先別内訳 期日別内訳

相手先 金額（千円） 期日 金額（千円）

㈱東洋鋳銅銘板 39,519 2020年４月 167,881

㈱フクダサインボード 32,322 2020年５月 132,381

㈱セイビ堂 31,234 2020年６月 148,093

児玉㈱ 30,167 2020年７月 109,811

㈱デンショク 25,742 2020年８月 8,421

その他 407,602   

合計 566,589 合計 566,589
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ハ　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱東洋鋳銅銘板 66,971

杉田エース㈱ 32,410

㈱古川製作所 26,615

　㈱備広 25,512

㈱ＫＯＹＡＭＡ 23,288

その他 1,101,917

合計 1,276,715

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 
当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

 

 
 (A) ＋ (D) 

 ２  

 (B)  

 366  
 

1,254,237 6,412,488 6,390,010 1,276,715 83.3 72.2

       （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ　商品及び製品

品目 金額（千円）

サイン製品 18,552

ＬＥＤ製品 27,671

合計 46,224

 

ホ　仕掛品

品目 金額（千円）

サイン製品 66,930

合計 66,930
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ヘ　原材料及び貯蔵品

区分 金額（千円）

原材料  

主要材料（ステンレススチール他） 83,277

補助材料（ビス、ナット他） 51,055

小計 134,333

貯蔵品  

広告宣伝物 6,855

その他 134

小計 6,990

合計 141,323

 

 ②　流動負債

イ　支払手形

相手先別内訳 期日別内訳

相手先 金額（千円） 期日 金額（千円）

㈱菊浜 168,033 2020年４月 252,823

サン美工芸㈲ 95,955 2020年５月 235,460

㈱日創 51,443 2020年６月 255,451

㈱興和 50,652 2020年７月 264,809

㈱トーホー 43,946   

その他 598,514   

合計 1,008,546 合計 1,008,546

 

ロ　買掛金

相手先 金額（千円）

㈱菊浜 38,605

サン美工芸㈲ 28,527

㈱日創 18,098

　㈱トーホー 16,619

中国コイケ㈱ 15,653

その他 170,828

合計 288,332

 

EDINET提出書類

株式会社研創(E01428)

有価証券報告書

60/66



（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 1,334,117 2,755,331 4,176,536 6,013,290

税引前四半期（当期）純利益又は税引前四

半期純損失（△）（千円）
△12,878 △1,906 39,487 242,352

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△6,661 △14,197 22,340 165,977

１株当たり四半期（当期）純利益又は１株

当たり四半期純損失（△）（円）
△1.79 △3.81 6.00 44.56

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四

半期純損失（△）（円）
△1.79 △2.02 9.81 38.56
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―――――

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済

新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ　https://www.kensoh.co.jp

株主に対する特典

毎年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式100株

（１単元）以上保有の株主様を対象とし、以下の基準により株主優待品

を贈呈いたします。

保有株式数　　100株（１単元）以上　　　クオカード 　500円分

保有株式数　1,000株（10単元）以上　　　クオカード 1,000円分

 

　（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

①会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②取得請求権付株式の取得を請求する権利

③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第48期）（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）2019年６月27日中国財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2019年６月27日中国財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第49期第１四半期）（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月２日中国財務局長に提出

（第49期第２四半期）（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）2019年11月１日中国財務局長に提出

（第49期第３四半期）（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）2020年２月７日中国財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2019年６月27日中国財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（取締役会における代表取締役の異動についての決議の

結果）に基づく臨時報告書であります。

2019年６月28日中国財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 2020年６月10日

株式会社研創  

 取締役会　御中  

 

 

 
西日本監査法人  

 広島県広島市  

 

 
代表社員

業務執行社員
  公認会計士 栗栖　正紀

 

 業務執行社員   公認会計士 稲積　博則

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社研創の2019年４月１日から2020年３月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

研創の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社研創の2020年３月31

日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社研創が2020年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制

報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（※）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象に含まれていません。
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